
決算書掲載頁　173

内
訳

本市の農業は小規模な経営で、多くの農地は山間部に散在し、農業従事者の高齢化や担い手不足、遊休農地の増加等の問題が生じている。また近年、
開発団地における高齢化や、都市回帰等による人口減少が進んでおり、郊外都市としての魅力が求められている。そこで、都市圏に近接しながらも豊かな
自然環境を有する本市の立地条件を活かし、「地産地消の推進」、「交流型農業の展開」、「農商工の連携等」の視点から、農の資源の活用による交流拠点
を整備する。

地産地消の推進による地域の活性化及び地域情報の発信等による交流人口の促進を図るため、平成２６年度秋の施設
オープンに向けて、指定管理者とともに協議し、事務を行う。
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事業： 地域活性・交流拠点整備事業（農の拠点整備） 1467
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地産地消の拠点となる施設の完成のために事務を進めた。

A

適切に業務を行った。
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目
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平成２４年度から引き続き実施設計を行い、今年度中に開発許可や土木・建築工事等への着手を行う。また並行してソ
フト事業の検討を行う。
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本市の都市圏に近接した立地条件を活かし、「地産地消の推進」、「交流型農業の展開」、「農商工の連携等」の視点か
ら、農の資源の活用により「まち」の魅力を高めるとともに、農業をはじめとした地域産業の振興や交流人口の拡大をめ
ざす。

事
業
費
・
財
源

細事業：農の拠点整備事業 01事業
優先順位

事業
実施主体

事業開始
年　　　度

根拠
法令

整理
番号

事業費 総コスト

人件費

公債費財
源
内
訳

内
訳

平成25年度 平成24年度 比　較 平成25年度 平成24年度 比　較

目

的

妥当性 効率性 有効性評

価

今
後
の
方
向
性

職員数

再任用職員数

1

直営 平成20年度

河内長野市民、市外住民、市内及び近隣自治体農家

地産地消の推進による地域の活性化及び地域情報の発信等による交流人口の促進を図るため、平成２６年秋の施設
オープンに向けて、指定管理者とともに協議し、事務を行う。
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平成２４年度から引き続き実施設計を行い、今年度中に開発許可や土木・建築工事等への着手を行う。また並行してソ
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事業・地域活性・交流拠点整備事業（農の拠点整備）                                

 都市圏に近接しながらも豊かな自然環境を有する本市の立地条件を活かし、「地産地消の推進」、「交流型農業の展

開」、「農商工の連携等」の視点から、農の資源の活用による交流拠点を整備した。 

 

細事業・農の拠点整備事業                      

１．地域活性・交流拠点（農の拠点）の整備 

平成２６年秋に施設オープンさせることを決定し、開発許可申請や実施設計等の施設整備関係業務を開始した。 

併せて、施設の設置及び管理に関する条例を制定し、施設管理の基本方針に沿って指定管理者の選定と、ソフト

事業の検討を行った。また、事前のＰＲ事業の一環として、市民から施設の愛称を募集し、市民の投票で愛称を

決定した。 

(1) 施設整備関係 

大阪府に開発許可申請を行い、許可を取得した。 

また、設計事業者と協議の上、施設概要の決定と各種設計を行った。 

①  開発許可申請 

      大阪府に開発許可申請を行い、開発許可を取得した。 

     地域活性・交流拠点用地購入費 １５０，６４６，５７１円 

②  施設の実施設計と工事発注 

設計事業者と実施設計について協議を行い、施設の整備概要を決定し、実施設計を行った。 

 設計等業務委託料 ２６，９８５，０００円 

 埋蔵文化財調査工事 ５，２４６，８５０円 

 地域活性・交流拠点整備工事 ２６，５２５，０００円 

 

 (2) 施設管理関係 

   河内長野市地域活性・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例（平成２５年河内長野市条例第３７号）を 

   制定した。また施設の運営については指定管理者制度※を採用することを決定し、候補者の選定を行った。 

① １２月議会に条例案を上程し、議会の議決を経て「河内長野市地域活性・交流拠点施設の設置及び管理

に関する条例」を制定した。 

② 施設の設置目的を達成するため、施設の管理運営について指定管理者制度を採用することとし、１２月      

より指定管理者の公募を開始した。１月末の公募締め切りまでに２社の応募があり、２月に開催した公の

施設の指定管理者選定委員会において候補者を選定し、３月議会で議決を得た。 

 

 (3) ソフト事業の検討と事前ＰＲの実施 

   施設の活用について、設計事業者の計画策定支援のもと、ソフト計画の基本方針を決定し、指定管理者の募

集要項に反映させた。また、事前のＰＲ業務の一環として、市民から愛称を募集し、市民による投票で愛称

を決定した。 

     広報事業委託料 ２，０３３，８４７円 

    


